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局所性 経皮吸収型鎮痛剤の保険給付ならびに中間年改定について、下記の 

各点を提言する。 

 

１． 保険給付について 
１）選定療養の導入にあたっては、「医療上の必要性」・「患者希望」を明確に 

するよう医療現場向けに周知徹底いただきたい。 

  患者が特定銘柄の局所性経皮吸収型鎮痛剤を希望する理由は、主に効果 

や副作用及びこれらに影響する付着性といった「医療上の必要性」による 

ものである（資料１）。特に高齢者において、本来負担しなくてもよい 

負担が新たに発生することがないよう、患者が⾧期収載品を希望する 

とき、「医療上の必要性」を訴えているのか、「患者の選り好み」なのか 

明確にわかるよう、患者/医師/薬剤師に周知徹底いただきたい。 
２）局所性経皮吸収型鎮痛剤の保険給付の在り方については、医療上の必要 

性を踏まえた議論をお願いする。 

局所性経皮吸収型鎮痛剤は、特に高齢者の運動器疾患において、保険 

医療上、不可欠な基礎的な医薬品である（資料 2）。必要かつ適切な 

医療は、基本的に保険診療により確保されるべきであることから、薬剤 

自己負担の在り方について議論する場合には、医療上の必要に応じて 

適切な医薬品を選択できるよう担保すべきである。 

 

２． 中間年改定について 
外用貼付剤の安定供給確保とイノベーション推進のために、中間年改定

の廃止も視野に入れて、見直すべきである。 

中間年改定の導入による毎年の薬価切り下げと近年の原材料高騰により、 

医療上必要とされる局所性経皮吸収型鎮痛剤の代表的な銘柄で既に採算 

性が確保できていない状況である（資料 3）。 

安定供給確保とイノベーション推進のために中間年改定については、 

廃止も視野に入れて、見直すべきである。 



患者が特定銘柄の局所性経皮吸収型
鎮痛剤を希望する理由は、
効果や副作用 及びこれらに影響する
付着性といった医療上の必要性による
ものであることが多い

患者が⾧期収載品を希望するとき、「医療上の必要性」を患者が訴えているのか、
「患者の選り好み」なのか明確にわかるよう、患者/医師/薬剤師に周知徹底いただきたい。

特に高齢者において
本来、負担しなくてもよい負担が
新たに発生しないよう担保する
必要性がある。

資料１



出所:変形性膝関節症診療ガイドライン2023 「CQ9_変形性膝関節症にNSAIDs外用は有用か」

出所:変形性膝関節症診療ガイドライン2023 「CQ6_高齢者の変形性膝関節症の薬物療法の第一選択には何が有効か」

変形性膝関節症診療ガイドライン2023で使用が強く推奨されている

局所性経皮吸収型鎮痛剤は保険医療上、欠かせない医薬品である

資料２



ロキソニンテープ100㎎の直近10年の薬価推移

薬価切り下げは限界にきている
代表的な局所性経皮吸収型鎮痛剤剤で、採算性が確保できなくなっている

3

18.4円
「貼付剤」の最低薬価 17.10円/枚

ロキソプロフェン製剤の採算ライン

19.4円＠2024

消費税
引上げ時改定

R3年中間年改定

R5年中間年改定

23.3円

資料３


